
西小山駅前地区地区計画

平成２7年1月
目黒区

◦地区計画制度は、建築基準法による全国一律の「建替えルール」だけ
では、必ずしも地区に相応しい街づくりを実現できないという声の高
まりから、昭和５５年に創設された都市計画法に基づく制度です。
◦このルールは、建替え等を行う際に適用されます。
◦地区計画で定めた建替えルールは、建築基準法に基づいた「建築物の
制限に関する条例（建築制限条例）」に定めるものもあります。

地区計画とは・・・地区計画とは・・・



西小山駅周辺地区は、老朽木造住宅が密集し、東京都の地震
に関する地域危険度が高く、防災上の課題があります。一方、
東急目黒線の地下化や補助30号線の整備、補助46号線の事業
着手など西小山駅周辺の状況が変化し、街づくりへの対応が求
められています。
平成21年には、地域住民で「西小山街づくり協議会」を設立し、
災害に強く賑わいと潤いのある街づくりを住民主体で進めるた
めに様々な活動に取り組んできました。
西小山街づくり協議会から、西小山街づくり整備構想の将来
像を実現するための「西小山地区街づくりルール提案書」が平
成25年5月に区へ提出されました。
区は、この提案を受け、都市計画法に基づき手続きを進め、
平成27年1月9日に西小山駅前地区地区計画を都市計画決定・
告示しました
このパンフレットは、地区計画の内容や手続きについて分か
りやすく理解いただくことを目的に作成したものです。本地区
内で建築行為等を行う際にご活用ください。

地区計画のポイント

この地区計画は「街並み誘導型地区計画」
と「一般型の地区計画」を併用した地区計
画です。
「街並み誘導型地区計画」とは、建物の
壁面の位置や高さの制限等を守っていただ
くことにより、前面道路幅員による容積率
制限や道路斜線制限が緩和され、建物の壁
面や高さの揃った街並みを形成していこう
とする制度です。（街並み誘導型地区計画
にあたるのは商業地区・近隣商業地区Ａで
す。）緩和を受けるためには認定を受ける
ことが必要となります。
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対象区域：目黒区原町一丁目5～12番の約2.7haの区域です。
地区区分：対象区域内を特性に合わせて４地区に区分し、地区ごとにルールを定めています。

はじめに西西小山駅前地区小山駅前地区
地区計画地区計画

地区計画の計画図西西小山駅前地区小山駅前地区
地区計画地区計画

❶近隣商業地区Ａでは、その他に高度地区の斜線型
制限も緩和します。
❷認定を受けるには、建築課に認定申請が必要です。
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凡　例

地区計画区域　地区整備計画区域

区画道路１号（東西連絡路）

区画道路３号（駅前通り東）
区画道路２号（にこま通り）凡例なし

区画道路４号（西側外周道路）

地区施設

壁面の位置の制限
１号壁面線（東西連絡路）

３号壁面線（駅前通り東）
２号壁面線（にこま通り）

住居地区

近隣商業地区Ａ
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建築物等の用途の制限1 魅力的な商業環境の創出や、近接する住居地
区の住環境を保全するため、建築物等の用途の
制限を定めます。

建築物の容積率の最高限度2 土地の有効利用を促進し、賑わいを創出し、統一感
のある街並みとするため、壁面線を定める敷地は、道
路状空間の拡充に応じた建築物の容積率を定めます。

建築物の敷地面積の最低限度3 敷地の細分化、さらなる密集化を防ぐため、建築物の敷地面積の最低限度を定めます。

対 象 制限される用途の例

地区計画のルール（地区整備計画）西西小山駅前地区小山駅前地区
地区計画地区計画

◦個室付き浴場、ストリップ劇場、
ラブホテル、ポルノショップ　等

※全面道路が２以上ある場合はその幅員が最大のもの
とします。

◦キャバレー、ナイトクラブ、ダン
スホール、客席の暗い（10ルクス
以下）喫茶店・バー、マージャン店、
パチンコ店、ゲームセンター　等
◦カラオケ専門店（カラオケボック
ス、カラオケルーム　等）

対 象 建築物の敷地面積の最低限度

商業地区 50㎡

55㎡近隣商業地区Ａ

◦ただし、都市計画決定・告示（平成27年1月9日）時点で
50㎡未満の敷地の場合は、建築できます。

◦ただし、従前の敷地面積の最低限度の決定・告示（平成 21
年3月6日）時点で55㎡未満の敷地の場合は、建築できます。

◦新たに敷地を分割した
場合、最低敷地面積よ
り狭い敷地で建築でき
ません。

対 象

商業地区

近隣商業地区Ａ

◦400％または次の式で算出される容積率の
うち、いずれか小さい方の数値
①１号・２号・３号壁面線が定められてい
　る敷地
⇒6×0 . 6
ただしW＞6ｍの場合
⇒Ｗ×0 . 6

　②壁面線が定められていない敷地
⇒Ｗ×0 . 6

◦300％または次の式で算出される容積率の
うち、いずれか小さい方の数値
①１号・２号壁面線が定められている敷地
⇒6×0 . 6
②壁面線が定められていない敷地
⇒Ｗ×0 . 6

W：建築基準法上の前面道路の幅員（ｍ）

近隣商業地区Ａ商業地区

条例化条例化 条例化条例化
商業商業
近商Ａ近商Ａ

条例化条例化
商業商業
近商Ａ近商Ａ

商業商業
近商Ａ近商Ａ
近商Ｂ近商Ｂ

建築物の容積率の最高限度

商業地区
近隣商業地区Ａ・Ｂ

近隣商業地区Ａ・Ｂ

敷地
40㎡

建物建物

×
敷地
60㎡

建物建物

敷地
55㎡

建物建物

敷地
55㎡

建物建物

敷地
60㎡

建物建物

敷地
50㎡

建物建物

×

敷地 100㎡

建物建物

現在

片方は建築できない 片方は建築できない

敷地 110㎡

建物建物

現在

敷地
50㎡

建物建物

敷地
50㎡

建物建物
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壁面の位置の制限4 防災性の向上、安全な歩行環境の確保、土地の有効活用等に対応するため、壁面の位置を制限します。

建築物等の高さの最高限度6 統一感のある街並みを形成するため、建築物等の高さの最高限度を定めます。

地区計画のルール（地区整備計画）西西小山駅前地区小山駅前地区
地区計画地区計画

１号壁面線・２号壁面線（東西連絡路及びにこま通り）１号壁面線・２号壁面線（東西連絡路及びにこま通り） ３号壁面線（駅前通り東）３号壁面線（駅前通り東）

条例化条例化
商業商業
近商Ａ近商Ａ

条例化条例化全地区全地区

3ｍ3ｍ

壁面後退空間（歩道状空地とします）壁面後退空間（歩道状空地とします）

道路の中心から３ｍ以上離す道路の中心から３ｍ以上離す 道路の境界から２ｍ以上離す道路の境界から２ｍ以上離す

Ｓ×1/8以内Ｓ×1/8以内

2ｍ2ｍ

壁面後退空間（歩道状空地とします）壁面後退空間（歩道状空地とします）

❶門、塀、柵を含みます。なお、高さ2.5ｍ以上に設ける庇、戸袋、開口部の外開き部分などは建築できます。

道路
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道路
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線

2.5
ｍ以
上

2.5
ｍ以
上
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線

道路
境界
線

道路
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道路
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線

◦建築物の外壁などは、壁面線を越えて建築できません。

建築面積：Ｓ建築面積：Ｓ

5ｍ5ｍ ▽ 高さの最高限度高さの最高限度

❹❹

10ｍ 14ｍ

【現状】

1

1
0.6

1
0.6
1
1.25

【緩和後】

8ｍ8ｍ8ｍ8ｍ

1.25

（第三種高度地区）
真北方向

建築
可能な
範囲

建築
可能な
範囲
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2.5
ｍ以
上

2.5
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上

原則
20ｍ
原則
20ｍ

原則
20ｍ
原則
20ｍ

真北方向

❶❶

❶❶

❺周辺環境に対し一定の配慮が図られてい
ると区長が認めたもの　　
❻商業地区内にある敷地の部分に限る
❼近隣商業地区Ａの外にある敷地の部分を
含む
❽近隣商業地区Ｂの外にある敷地の部分を
含む
❾住居地区の外にある敷地の部分を含む

原則 一定の敷地規模以上の場合

商業地区

近隣商業地区Ａ

近隣商業地区Ｂ

住居地区

10斜線型の高さ制限は、近隣商業地
区Ａについては、壁面の位置の制
限がある道路沿道の、健全かつ有
効な土地利用のため、指定容積率
に見合う４階建てを整形に建築で
きるよう斜線制限の立ち上がり高
さを緩和します。

※街並み誘導型地区計画の
区域は、東京都日影規制
条例による日影規制の対
象区域から除かれます。

❹塔屋（階段室、昇降機等、屋窓等）は、
屋上部分の水平面積の1/8以内であれば、
高さ5ｍまで設置できます。

❺❺

❻❻

❼❼

❽❽

❾❾

1010

1010

36ｍ

45ｍ

高さの最高限度

24ｍ

30ｍ

24ｍ

40ｍ

30ｍ

40ｍ

高さの最高限度

高さの最高限度

20.4ｍ

25.5ｍ

34ｍ

高さの最高限度

❾❾

❽❽

❼❼

❺❺

❻❻

地 区
建築物等の高さの最高限度

1,000㎡以上3,000㎡未満

3,000㎡以上

10,000㎡以上

10,000㎡以上

10,000㎡以上

敷地面積

2,000㎡以上　5,000㎡未満

2,000㎡以上　5,000㎡未満

5,000㎡以上10,000㎡未満

5,000㎡以上10,000㎡未満

敷地面積

敷地面積

2,000㎡以上　5,000㎡未満

5,000㎡以上10,000㎡未満

敷地面積

30ｍ

20ｍ

20ｍ

17ｍ

高度地区の斜
線型高さ制限
を適用しない

高度地区の斜
線型高さ制限
を適用

高度地区の斜
線型高さ制限
を適用
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壁面後退区域における工作物の設置の制限5 歩行空間や緊急車両の通行空間を確保するため、壁面後退区域における工作物の設置の制限を定めます。

商業商業
近商Ａ近商Ａ

壁面後退空間壁面後退空間
道路と壁面後退部分に段差が生じる
土留め等を設けない
道路と壁面後退部分に段差が生じる
土留め等を設けない工作物を設けない工作物を設けない

道　路道　路

❷街路灯など、公益上必要なものは設置できます。
❸高さ2.5ｍ以上に設ける看板、照明等は設置で
きます。

歩行者等の通行を妨げない
ように一定高さ以下には
突き出し看板、庇等を
設けない

歩行者等の通行を妨げない
ように一定高さ以下には
突き出し看板、庇等を
設けない

設置禁止となる工作物の例

垣・さくのイメージ図

◦ドライエリアなど道路面との間に段差
が生じる土留め等の工作物
◦外構の階段
◦看板・照明等
◦自動販売機　等

❸

❷❷
❸❸

看板看板

××

フェンスフェンス

生け垣生け垣

0.6ｍ以下

0.6ｍ以下

2.5ｍ以上2.5ｍ以上

❷❷

条例化条例化全地区全地区垣又はさくの構造の制限8 震災時の安全性の確保と潤いのある街並みの形成を図るため、垣又はさくの構造の制限を定めます。

建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限7 良好な街並みの形成を図るため、建築物等の形態や色彩その他の意匠の制限を定めます。

◦建築物の形態・意匠・色彩等については、周辺環境や都市景観に配慮するものとします。
◦屋外広告物や広告板、屋上設置物等は、安全で街並みに配慮するものとします。

地区 建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限

地区全体

地区

地区全体

◦道路に面する垣又はさくの構造は、生け垣又はフェンス等とし、ブロック塀その他これに類するものは
設置できません。ただし、以下のものは設置できます。
・道路面からの高さが0.6ｍ以下のブロック又はこれに類するもの
・門柱の袖壁の幅が1.5ｍ以内の部分

垣又はさくの構造の制限

全地区全地区

1.5ｍ以内

1.5ｍ以内



5


